
研究・調査企画会議の設置等について 

（平成２２年１２月１６日食品安全委員会決定） 
 

最終改正：平成２７年３月３１日 

 

第１ 趣旨 

食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第２３条第１項第６号に規定

する科学的調査及び研究を効果的かつ効率的に行うために必要な事項につ

いて調査審議するため、食品安全委員会に、研究・調査企画会議を設置する。 
 

第２ 研究・調査企画会議 

１ 構成員等 

（１）研究・調査企画会議（以下「企画会議」という。）は、以下の者によ

り構成する。 

① 食品安全委員会の常勤委員 

② 食品の安全性の確保に関し優れた識見を有し、食品健康影響評価

に精通する者のうちから食品安全委員会委員長（以下「委員長」と

いう。）が指名する者 
（２）企画会議に、事前・中間評価部会、事後評価部会及びプログラム評価

部会（以下「部会」と総称する。）を置く。 
（３）委員長は、（４）及び（５）を踏まえ、各構成員が所属する部会を指

定する。 
（４）事後評価部会の構成員の概ね半数は、事前・中間評価部会の構成員と

は異なる者をもって充てるものとする。 
（５）プログラム評価部会の構成員は、外部有識者をもって充てるものとす

る。 

（６）部会にそれぞれ座長を置き、委員長が指名する構成員をもってこれに

充てる。 

（７）座長は、担当する部会の事務を掌理する。 

（８）座長に事故があるときは、その部会に属する構成員のうちから座長が

あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

（９）（１）②に掲げる構成員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げ

ない。 
 

２ 調査審議事項 

企画会議は、各部会において次に掲げる事項について調査審議を行い、
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部会の議決をもって企画会議の議決とする。 
（１）事前・中間評価部会 

① 研究・調査についての中期的方針の案の策定及びその見直しに関

すること。 

② 各年度において取り組むべき研究・調査の優先実施課題の案の選

定に関すること。 

③ 各年度において取り組むべき研究・調査の対象課題の案の選定に

関する事前評価に関すること。 
④ ２年以上の実施期間を要する研究課題の中間評価に関すること。 
⑤ 各部会に共通する事項に関すること。 

（２）事後評価部会 
① 実施期間を終了した研究課題の事後評価に関すること。 
② 各年度において取り組まれた調査の対象課題の評価に関するこ

と。 
（３）プログラム評価部会 

研究事業・調査事業のプログラム評価（研究事業・調査事業の総体と

しての目標の達成度合いや副次的成果等についての評価）に関するこ

と。 
 
３ 会議の開催 

（１）座長（座長に事故があるときはその職務を代理する者。以下同じ。）

は、担当する部会を招集し、その議長となる。 

（２）座長は、必要に応じ、部会の構成員でない学識経験者であって、以下

に掲げる条件を満たす者に対し、当該部会への出席を求めることができ

る。 

① 食品安全委員会事務局職員でないこと。 

② 研究・調査の対象課題について十分な評価能力を有するとともに、

公正な立場から評価を行うことができる者であること。 

③ 氏名及び所属並びにその者が行う評価結果の内容を公表すること

について、あらかじめ同意している者であること。 

（３）各部会の議事については、その概要を作成し、これを公表する。 

（４）調査審議の結果については、食品安全委員会に報告する。 
 

第３ 雑則 

（１）第２に定めるもののほか、企画会議の運営に関する事項その他必要な

事項は、企画会議が定める。 
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（２）企画会議の庶務は、食品安全委員会事務局評価第一課において処理す

る。 
 

附 則 

１ この決定は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第３（２）中「総

務課」を「評価第一課」に改める改正は、食品安全委員会事務局組織規則の一

部を改正する内閣府令（平成２７年内閣府令第３１号）の施行の日から施行す

る。 

２ 調査・研究企画会議は、本決定前に調査審議を行っていた事項を本決定によ

り設置される研究・調査企画会議に引き継ぐものとする。 
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